
 
 
 
 
 

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町 

合 併 協 議 会 

 

第１９回総務・企画・議会小委員会 

 

 

 

 

 

 

日時 ： 平成１５年７月１日(火) 

        午前９時３０分 

場所 ： 峰山町役場２階大会議室 

 

 



次   第 
 
１ 開会 
 
２ 議題 

（１）協議第 １ 号  ９ 一般職の職員の身分の取扱いに関すること  
 
（２）協議第 ２ 号 １０ 特別職等の身分の取扱いに関すること 
 
（３）協議第 ３ 号 １２ 事務機構及び組織の取扱いに関すること 

  
（４）次回の議題について 
 
（５）次回の小委員会の日程 

      日程 平成１５年７月１０日(木) 午後２時００分 
      場所 丹後町役場２階第４会議室 
 
３ その他 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 ９ 一般職の職員の身分の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 総務部会 

分    類 １ 職員数 分科会名 人事・組織分科会 

現                   況（平成１４年４月１日現在） 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 合  計 

１ 職員数 実職員数（人） 実職員数（人） 実職員数（人） 実職員数（人） 実職員数（人） 実職員数（人） 実職員数（人） 

町長部局 １２５ １０６ １６４ ９７ １００ １３５ ７２７ 

議会の事務部局 ２ ２ ２ ２ ２ ２ １２ 

教育委員会部局 ３１ １９ ３０ １７ １７ ３０ １４４ 

 内、事務局 ６ ６ ７ ５ ６ ８ ３８ 

 内、その他 ２５ １３ ２３ １２ １１ ２２ １０６ 

選挙管理委員会の事務部局 （兼任） （兼任） （兼任） （兼任） （兼任） （兼任）  

監査委員の事務部局 （兼任） （兼任） （兼任） （兼任） （兼任） （兼任）  

公平委員会の事務部局 （兼任） （兼任） （兼任） （兼任） （兼任） （兼任）  

農業委員会の事務部局 １ （兼任） （兼任） （兼任） ３ ２ ６ 

公営企業部局 ６ ４ ２ ４ １９２ １１８ ３２６ 

合計 １６５ １３１ １９８ １２０ ３１４ ２８７ １，２１５ 

（条例定数） （１７４） （１４８） （２０７） （１２５） （３４７） （３２０） （１，３２１） 

一部事務組合名 実職員数（人） 派遣職員（人） 組合職員（人） 一部事務組合名 実職員数（人） 派遣職員（人） 組合職員（人） 

丹後広域消防組合 ９３ ２ ９１ 竹野川環境衛生組合 ７ ０ ７ 

奥丹後養老施設組合 １５ ０ １５ 峰山・大宮公共下水道組合 １０ １０ ０ 

 

６町管内で構成する 

一部事務組合職員数

 

竹野郡塵芥処理組合 ２ ２ ０     

根拠条例・要綱・規則等        
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 ９ 一般職の職員の身分の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 総務部会 

分    類 １ 職員数 分科会名 人事・組織分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

 

【市町村の合併の特例に関する法律（抄）】 

（職員の身分取扱い） 

第９条 合併関係市町村は、その協議により、市町村の合併の際現にその職に在る合併関係市町村の一般職の職員が引

き続き合併市町村の職員としての身分を保有するように措置しなければならない。 

２ 合併市町村は、職員の任免、給与その他の身分取扱いに関しては、職員のすべてに通じて公正に処理しなければな

らない。 

 

【地方公務員法（抄）】 

（一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員） 

第３条 地方公務員の職は、一般職と特別職とに分ける。 

２ 一般職は、特別職に属する職以外の一切の職とする。 

３ 特別職は、左に掲げる職とする。 

 （１） 就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要とする職 

 （１）の２ 地方開発事業団の理事長、理事及び監事の職 

 （１）の３ 地方公営企業の管理者及び企業団の企業長の職 

 （２） 法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程により設けられた委員及び委

員会（審議会その他これに準ずるものを含む。）の構成員の職で臨時又は非常勤のもの 

 （３） 臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職 

 （４） 地方公共団体の長、議会の議長その他地方公共団体の機関の長の秘書の職で条例で指定するもの 

 （５） 非常勤の消防団員及び水防団員の職 

（案） 
 峰山町、大宮町、網野町、丹後町、弥栄町及び久美浜町の一般職の職員については、市町村の合併の特例に関する

法律第９条の規定により、すべて新市の職員として引き継ぐものとする。 
 職員数については、新市において定員適正化計画を策定し、定員管理の適正化に努めるものとする。 

 小委員会確認期日  協議会確認期日  

 

（参考）                                            平成１４年４月１日現在 
事務部局 ６町 福知山市 舞鶴市 綾部市 宮津市 

市長（内、庁内事務職） ７４７（４８１） ４５４（３７９） ５７３（４７６） ２７２（２６３） ２３０（１９６） 
議会 １２ ７ ８ ５ ６ 
教育委員会（内、事務局） １４４（３８） ９１（４５） ９８（３５） ７７（ ３２） ６１（２２） 
選挙管理委員会 （兼務） ３ （兼務） （兼務） （兼務） 
監査委員 （兼務） ３ ４ ３ ２ 
公平委員会 （兼務） １ （兼務） （兼務） （兼務） 
農業委員会 ６ ３ （兼務） ３ ３ 
公営企業 １６ ５２ ４３ ３７ １５ 
消防 ９３ １０２ １２７ ４７ － 
病院 ３１０ ２９３ ２１０ － － 
公社 － ５ － ２ － 

合計 １３２８ １０１４ １０６３ ４４６ ３１７ 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 ９ 一般職の職員の身分の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 総務部会 

分    類 ２ 職制 分科会名 人事・組織分科会 

現                   況（平成１４年４月１日現在） 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

１ 職制 職名 職名 職名 職名 職名 職名 

７級以上 課長・次長・局長・参事 課長・次長・局長・主幹 課長・次長・局長・場長・主幹・

所長 

課長・局長・次長 課長・局長 課長・次長・局長・保育園長・病

院事務長 

６級 課長補佐・次長補佐・主幹・保育

所長・幼稚園長 

課長補佐・次長補佐・主幹・主査・

保育所長・主幹保育士・主任保健

師 

課長補佐・次長補佐・所長補佐・

主査・保育所長・主任保育士・園

長 

課長・局長・次長・課長補佐・主

幹・主査・園長・主任保育士・主

任保健師 

課長・次長・主幹・主査 課長・病院事務次長・課長補佐・

主幹・係長・保育園長・副園長・

主査保育士 

５級 主査・主任技師・主任保育士・主

任保健師・主任教諭・主任司書 

主査・技師・主任保育士・保育士・

保健師・栄養士 

係長・主任・保育士・教諭 主事・技師・保育士・保健師 主幹、課長補佐・係長・主事・技

師・保育所長・所長補佐・主任保

育士・保育士・保健師係長・保健

師主任・介護福祉士・家庭奉仕

員・栄養士・調理師 

係長・主任・主任技師・主任保育

士・主任保健師 

４級 主事・技師・保育士・保健師 

教諭・司書 

主事・技師・保育士・保健師 主事・技師・保育士 主事・技師・保育士・保健師 主事・技師・保育士・介護福祉士・ 主任・主任保育士・保健師 

３級 主事・技師・保育士・保健師 

教諭・司書 

主事・保育士・保健師・技師 主事・技師・保育士 主事・技師・保育士・保健師 主事・保育士・保健師 主事・技師・保育士・栄養士 

２級 主事補・主事・技師補・技師 

保育士・保健師・教諭・司書 

主事・主事補・保育士・技師・技

師補 

主事・技師・保育士 主事・技師・保育士・保健師 保健師 主事 

行

政

職 

１級 主事補・主事・技師補・技師 

保育士・教諭・司書 

主事補・保育士・技師補 主事補・技師補 主事補・技師補  主事補 

医

療

職 

  診療所長 

放射線技師 

看護師 

 診療所長 

医師 

主査 

技師 

主任看護師 

主任准看護師 

看護師 

准看護師 

医師 

看護師 

技師 

ソーシャルワーカー 

看護補助者 

栄養士 

院長・副院長・診療所長・医長 

医師・歯科医師・総看護師長 

看護師長・外来・病棟係長 

看護師・薬局長・薬局係長 

薬剤師・放射線係長・放射線技師 

歯科係長・歯科衛生士 

理学療法士・給食室長・給食係長 

栄養士 

技

能

労

務

職 

 調理師 

作業員 

給食調理員 

作業員 

用務員 

調理士 

作業員 

技師 

主任調理士 

調理士 

主任用務員 

用務員 

主任学校給食調理員 

学校給食調理員 

給食調理師 

学校用務員 

用務員 

自動車運転手 

給食調理員 

看護助手 

根拠条例・要綱・規則等       
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 ９ 一般職の職員の身分の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 総務部会 

分    類 ２ 職制 分科会名 人事・組織分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 
 職名及び任用については、人事管理及び職員の処遇の適正化の観点から、合併時に統一を図る。 
 
   

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 ９ 一般職の職員の身分の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 総務部会 

分    類 ３ 給与 分科会名 人事・組織分科会 

現                   況（平成１４年４月１日現在） 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

１ 給料表の種類       

行政職 行政職給料表 

（国と同じ） 

７級制 

 

行政職給料表 

（国と同じ） 

７級制 行政職給料表 

（国と同じ） 

７級制 

 

行政職給料表 

（国と同じ） 

７級制 

 

行政職給料表 

（国と同じ） 

７級制 

 

行政職給料表 

（国と同じ） 

８級制 

 

医療職   医療職給料表（一）

（ニ）（三） 

   医療職給料表  医師給料表 

医 療 職 給 料 表

(三)・行政職給料

表（一）合成表１

医 療 職 給 料 表

(三)・行政職給料

表（一）合成表２

 医師職給料表 

【 国 の 医 療 職

(一)】 

４級制 

 

 

技能労務職 行政職給料表 

 

３級制 

（国と相

違） 

行政職給料表 

 

４級制 行政職給料表 ４級制 行政職給料表 ５級制 行政職給料表 ４級制 行政職給料表 ５級制 

２ 職員給料 区分 金額等 区分 金額等 区分 金額等 区分 金額等 区分 金額等 区分 金額等 

平均給料月額 318,900円 平均給料月額 316,400円 平均給料月額 332,400円 平均給料月額 323,300円 平均給料月額 329,500円 平均給料月額 339,100円 一般行政職 

平均年齢 39歳11月 平均年齢 40歳6月 平均年齢 40歳7月 平均年齢 39歳7月 平均年齢 42歳6月 平均年齢 41歳4月 

平均給料月額 297,600円 平均給料月額 281,900円 平均給料月額 306,000円 平均給料月額 321,200円 平均給料月額 320,600円 平均給料月額 349,800円 

 

技能労務職 

平均年齢 49歳9月 平均年齢 48歳3月 平均年齢 43歳6月 平均年齢 44歳3月 平均年齢 48歳7月 平均年齢 48歳5月 

３ 諸手当 扶養手当・住居手当・通勤手当・特殊勤務手当・時間外勤務手当・休日勤務手当・夜間勤務手当・宿日直手当・期末手当・勤勉手当・管理職員特別勤務手当・退職手当・管理職手当・寒冷地手当・児童手当 

 特殊勤務手当 町税徴収事務手当、感染症防疫作

業手当、除雪作業手当、災害等緊

急業務手当 

町税徴収事務手当、感染症防疫作

業手当、作業除雪手当、放射線取

扱手当、給食兼務手当、医療業務

手当、浄化槽管理手当、ごみ処理

現業手当 

町税徴収事務手当、感染症防疫作

業手当、除雪作業手当、し尿収集

作業手当、不燃物処理作業手当、

火葬作業手当、産汚物焼却作業手

当、葬儀用自動車運転手当、行旅

死亡人収容作業手当、薬殺犬等収

容作業手当、用地買収業務手当 

町税徴収事務手当、町税等滞納整

理事務手当、感染症防疫作業手当

行旅死亡人収容作業手当、清掃作

業手当、水道業務現業職員手当、

医療事務手当、緊急医療業務手

当、放射線業務手当 

感染症防疫作業手当、深夜業務看

護師等手当、放射線取扱作業手

当、一般廃棄物処理作業手当 

町税徴収事務手当、感染症防疫作

業手当、除雪作業手当、結核患者

療養指導手当、病院勤務職員手

当、訪問看護業務手当、病院宿日

直手当、夜間看護業務手当、放射

線取扱作業手当、霊柩自動車運転

手当、死体火葬作業手当、清掃作

業・し尿処理作業手当、建設用重

機械運転手当 

根拠条例・要綱・規則等       
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 ９ 一般職の職員の身分の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 総務部会 

分    類 ３ 給与 分科会名 人事・組織分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

 （案） 

職員の給料表は、国家公務員の給与制度に準拠し、合併時に統一を図る。 

 （案） 
給料については、職員の処遇及び給与の適正化の観点から、国家公務員の給与制度に準じて調整し、合併時に統一

を図る。 
 

（案） 
諸手当については、職員の処遇及び給与の適正化の観点から、合併時に統一を図る。 

特殊勤務手当のみ、各町によって差異がある。 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業の現況（№１） 

合併協定項目 １０ 特別職等の身分の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 総務部会 

分    類  １ 特別職の任期（議会議員、農業委員を除く） 分科会名 人事・組織分科会 

現                   況（平成１５年４月１日現在） 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

１ 常勤特別職 現員数 任期 現員数 任期 現員数 任期 現員数 任期 現員数 任期 現員数 任期 

町長 １人 
自：H15.02.06 

至：H19.02.05 
１人 

自：H11.10.25 

至：H15.10.24 
１人 

自：H13.07.07 

至：H17.07.06 
１人 

自：H14.06.16 

至：H18.06.15 
１人 

自：H15.04.28 

至：H19.04.27 
１人 

自：H13.06.02 

至：H17.06.01 

助役 １人 
自：H12.04.01 

至：H16.03.31 
１人 

自：H13.09.17 

至：H17.09.16 
１人 

自：H13.08.11 

至：H17.08.10 
１人 

自：H14.08.08 

至：H18.08.07 
１人 

自：H13.08.05 

至：H17.08.04 
１人 

自：H14.10.10 

至：H18.10.09 

収入役 １人 
自：H13.04.01 

至：H17.03.31 
１人 

自：H14.05.20 

至：H18.05.19 
１人 

自：H13.08.11 

至：H17.08.10 
空席  空席  １人 

自：H13.10.01 

至：H17.09.30 

 

教育長 １人 
自：H12.10.01 

至：H16.09.30 
１人 

自：H12.10.01 

至：H16.09.30 
１人 

自：H11.11.26 

至：H15.11.25 
１人 

自：H14.08.09 

至：H15.09.30 
１人 

自：H12.10.01 

至：H16.09.30 
１人 

自：H13.10.01 

至：H17.09.30 

２ 各種委員会委員及

び監査委員（地方自治

法第１８０条の５） 委員数 任期 委員数 任期 委員数 任期 委員数 任期 委員数 任期 委員数 任期 

委員長１人 委員長１人 委員長１人 委員長１人 委員長１人 委員長１人

委員 ４人 委員 ４人 委員 ４人 委員 ４人 委員 ４人 委員 ４人

教育委員会 

（教育長) 

 

４年 

 （教育長) 

 

４年 

 （教育長) 

 

４年 

 （教育長) 

 

４年 

 （教育長) 

 

４年 

 （教育長) 

 

４年 

 

委員長１人 委員長１人 委員長１人 委員長１人 委員長１人 委員長１人選挙管理委員会 

委員 ３人
４年 

委員 ３人
４年 

委員 ３人
４年 

委員 ３人 
４年 

委員 ３人
４年 

委員 ３人
４年 

委員長１人 委員長１人 委員長１人 委員長１人 委員長１人 委員長１人公平委員会 

委員 ２人
４年 

委員 ２人
４年 

委員 ２人
４年 

委員 ２人 
４年 

委員 ２人
４年 

委員 ２人
４年 

識見 １人 ４年 識見 １人 ４年 識見 １人 ４年 識見 １人 ４年 識見 １人 ４年 識見 １人 ４年 監査委員 

議選 １人 議会議員の任期 議選 １人 議会議員の任期 議選 １人 議会議員の任期 議選 １人 議会議員の任期 議選 １人 議会議員の任期 議選 １人 議会議員の任期 

委員長１人 委員長１人 委員長１人 委員長１人 委員長１人 委員長１人

 

固定資産評価審査

委員会 委員 ２人
３年 

委員 ２人
３年 

委員 ２人
３年 

委員 ２人 
３年 

委員 ２人
３年 

委員 ２人
３年 

根拠条例・要綱・規則等       

  
 



 1

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １０ 特別職等の身分の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 総務部会 

分    類  １ 特別職の任期（議会議員、農業委員を除く） 分科会名 人事・組織分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

６町の町長、助役、収入役、教育長は、合併の日の前日に失職する。 

 

（案） 

新市の市長、助役、収入役、教育長の身分の取扱いについては、法令の定めるところによる。 

新市の市長が選出されるまでの間、市長の職務執行者を６町の町長の中から選定する必要がある（地方自治法施行

令第１条の２）ため、６町の町長が合併期日までに別に協議して定める。 

 なお、助役、収入役については、新市の議会が正式に発足した段階で、新市長が議会の同意を得て選任する。 

 

＜関係法令＞ 

 市 長 地方自治法１３９条、地方自治法施行令第１条の２ 

 助 役 地方自治法第１６１条 

 収入役 地方自治法第１６８条 

 教育長 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１６条 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第１９条 

（案） 

行政委員会委員の身分の取扱いについては、法令の定めるところによる。 

なお、新市における監査委員は２名とする。 

 

＜関係法令＞ 

 教育委員会       地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２条 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第１８条 

選挙管理委員会     地方自治法第１８１条、地方自治法施行令第４条 

公平委員会       地方公務員法第７条、地方自治法第２５２条の７ 

監査委員        地方自治法第１９５条 

固定資産評価審査委員会 地方税法第４２３条 

行政委員会委員は、合併の日の前日に失職する。 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業の現況（№１） 

合併協定項目 １０ 特別職等の身分の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 総務部会 

分    類  ２ 特別職の給与・報酬 分科会名 人事・組織分科会 

現                   況（平成１５年４月１日現在） 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

１ 常勤特別職 現員数 給料月額 現員数 給料月額 現員数 給料月額 現員数 給料月額 現員数 給料月額 現員数 給料月額 

町長 １人 ７５０，０００円 １人 ７４０，０００円 １人 ７７０，０００円 １人 ７２５，０００円 １人 ７２１，０００円 １人 ７３０，０００円 

助役 １人 ６２０，０００円 １人 ６１３，０００円 １人 ６４０，０００円 １人 ６００，０００円 １人 ５９５，０００円 １人 ６１０，０００円 

収入役 １人 ５７５，０００円 １人 ５６８，０００円 １人 ６００，０００円 空席 ５５５，０００円 空席 ５５０，０００円 １人 ５７０，０００円 

 

教育長 １人 ５７５，０００円 １人 ５６８，０００円 １人 ６００，０００円 １人 ５５５，０００円 １人 ５５０，０００円 １人 ５７０，０００円 

２ 議会議員 議員定数 報酬月額 議員定数 報酬月額 議員定数 報酬月額 議員定数 報酬月額 議員定数 報酬月額 議員定数 報酬月額 

議長 １人 ３００，０００円 １人 ２７８，０００円 １人 ３１３，０００円 １人 ２６５，０００円 １人 ２５５，０００円 １人 ３００，０００円 

副議長 １人 ２２０，０００円 １人 ２１６，０００円 １人 ２３９，０００円 １人 ２０２，０００円 １人 １９１，０００円 １人 ２３０，０００円 

委員長 ５人 ２１０，０００円 ４人 ２０２，０００円 ３人 ２２１，０００円 ４人 １９２，０００円 ４人 １８５，０００円 ６人 ２２０，０００円 

 

議員 １１人 ２００，０００円 １２人 １９５，０００円 １３人 ２１２，０００円 １０人 １８４，０００円 １０人 １７５，０００円 １０人 ２１０，０００円 

３ 各種委員会委員等 委員数 報酬 委員数 報酬 委員数 報酬 委員数 報酬 委員数 報酬 委員数 報酬 

委員長１人 年680,000円 委員長１人 月50,000円 委員長１人 月55,000円 委員長１人 年528,000円 委員長１人 月44,000円 委員長１人 月58,000円 教育委員会 

委員 ３人 年477,000円 委員 ３人 月40,000円 委員 ３人 月40,000円 委員 ３人 年444,000円 委員 ３人 月37,000円 委員 ３人 月42,000円 

委員長１人 年84,000円 委員長１人 年74,000円 委員長１人 年77,000円 委員長１人 年72,000円 委員長１人 年67,000円 委員長１人 年75,000円 

 

選挙管理委員会 

委員 ３人 年62,000円 委員 ３人 年62,000円 委員 ３人 年64,000円 委員 ３人 年58,000円 委員 ３人 年54,000円 委員 ３人 年63,000円 

公平委員会 委員 ３人 日9,000円 委員 ３人 日8,000円 委員 ３人 回7,200円 委員 ３人 回6,000円 委員 ３人 日6,000円 委員 ３人 年22,000円 

識見 １人 年570,000円 識見 １人 年531,000円 識見 １人 月50,000円 識見 １人 年520,000円 識見 １人 年457,000円 識見 １人 月55,000円 監査委員 

議選 １人 年362,000円 議選 １人 年347,000円 議選 １人 月41,000円 議選 １人 年330,000円 議選 １人 年307,000円 議選 １人 月40,000円 

会長 １人 年250,000円 会長 １人 年215,000円 会長 １人 年225,000円 会長 １人 年205,000円 会長 １人 年221,000円 会長 １人 年220,000円 農業委員会 

委員１９人 年172,000円 委員１１人 年147,000円 委員１８人 年153,000円 委員１８人 年140,000円 委員１９人 年143,000円 委員２２人 年150,000円 

 農地委員   １１人 年181,000円         

 

固定資産評価審査

委員会 
委員 ３人 日9,000円 委員 ３人 日8,000円 委員 ３人 回7,200円 委員 ３人 回6,000円 委員 ３人 日6,000円 委員 ３人 日7,500円 

４ 消防団員報酬等 団員数 年額報酬 団員数 年額報酬 団員数 年額報酬 団員数 年額報酬 団員数 年額報酬 団員数 年額報酬 

団長 １人 １７５，０００円 １人 ３２４，０００円 １人 １６０，０００円 １人 １６２，５００円 １人 １６５，０００円 １人 １６０，０００円 

副団長 １人 １１０，０００円 １人 ２０６，０００円 １人 １００，０００円 １人 １０４，０００円 １人 １０６，０００円 １人 １０２，５００円 

分団長 ６人 ８７，０００円 ８人 ７６，５００円 ５人 ７５，０００円 ５人 ７７，０００円 ５人 ７８，０００円 ８人 ７７，５００円 

副分団長 ６人 ４６，０００円 ８人 ４６，０００円 ５人 ４５，０００円 ８人 ４５，５００円 ５人 ４８，５００円 ４人 ５０，０００円 

指導員 １２人 ４４，０００円 １０人 ４２，０００円 ２５人 ４１，５００円 ０人 ０円 ８人 ４２，５００円 １２人 ５０，０００円 

部長 ２０人 ４４，０００円 ２２人 ４２，０００円 １７人 ４１，５００円 ２３人 ４３，０００円 １３人 ４０，０００円 １３人 ４２，５００円 

班長 ３６人 ４０，０００円 ４４人 ３３，０００円 ２９人 ３９，０００円 ２６人 ３３，０００円 １７人 ２４，０００円 ２５人 ３０，５００円 

団員 ２８９人 ４０，０００円 ２５０人 １８，５００円 ３５１人 １８，０００円 １８６人 ２１，５００円 １６９人 １８，０００円 １７８人 ２０，０００円 

出動手当 １回につき １，６００円 １回につき １，６００円 １回につき １，２００円 １回につき １，５００円 １回につき ６００円  無 

訓練手当  無 １回につき １，５００円  無 １回につき １，５００円 １回につき １，３００円 １回につき １，５００円 

 

警戒手当  無 １回につき １，５００円 １回につき １，２００円 １回につき １，５００円  無 １回につき １，５００円 

根拠条例・要綱・規則等 日額により報酬を受ける委員等

で、その勤務が半日に満たない場

合の報酬額は6,000円とする。 

日額により報酬を受ける委員等

で、その勤務が半日を超えない場

合の報酬額は5,000円とする。 

  日額により報酬を受ける委員で、

その勤務が半日に満たない場合

の報酬の額は3,000円とする。 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １０ 特別職等の身分の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 総務部会 

分    類  ２ 特別職の給与・報酬 分科会名 人事・組織分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（参考）                                   平成１5年４月１日現在 

（月額） 福知山市 舞鶴市 綾部市 宮津市 

市長 985,000円 1,020,000円 980,000円 900,000円

助役 820,000円 840,000円 800,000円 730,000円

収入役 720,000円 740,000円 710,000円 660,000円

教育長 720,000円 740,000円 710,000円 660,000円 

（案） 

新市発足時の職務執行者、及び市長等常勤特別職、並びに教育長の給料は次のとおりとする。 

ただし、新市においてすみやかに特別職等報酬審議会を設置し、給与の適正化に努めるものとする。 

職務執行者 月額７７０，０００円 市 長 月額９２０，０００円 

助役    月額７４０，０００円 収入役 月額６７０，０００円 教育長 月額６７０，０００円 

（参考）                                   平成１5年４月１日現在 

（月額） 福知山市 舞鶴市 綾部市 宮津市 

議長 ４９５，０００円 ５７０，０００円 ４７０，０００円 ４３０，０００円

副議長 ４４０，０００円 ４８０，０００円 ４１５，０００円 ３７０，０００円

常任委員長 ― ― ― ― 

議員 ４１０，０００円 ４４０，０００円 ３８０，０００円 ３５０，０００円 

（案） 

新市の議会議員の報酬は、次のとおりとする。 

ただし、新市の特別職等報酬審議会において、報酬の適正化に努めるものとする。 

 議長    月額４５０，０００円 副議長 月額４００，０００円 議員  月額３８０，０００円 

                   

 

（参考）                                   平成１5年４月１日現在 

 福知山市 舞鶴市 綾部市 宮津市 

教育委員長 月１１８，０００円 月１２１，０００円 月１１５，０００円 月１００，０００円

同 委員 月 ８６，０００円 月 ９６，０００円 月 ８２，０００円 月 ７２，０００円

選挙管理委員長 月 ３７，０００円 月 ６１，０００円 月 ２１，０００円 月 ２０，０００円

同   委員 月 ３３，０００円 月 ５１，０００円 月 １７，０００円 月 １２，０００円

公平委員長 月 ３７，０００円 月 ４６，０００円 月 １９，０００円 年１０５，０００円

同 委員 月 ３３，０００円 月 ４５，０００円 月 １７，０００円 年 ６０，０００円

監査委員（識見） 月１３７，０００円 月２１２，０００円 月１２０，０００円 月１２０，０００円

同 委員（議選） 月 ２４，０００円 月 ４５，０００円 月 ３５，０００円 月 ３０，０００円

農業委員会長 年２１０，０００円 年２５２，０００円 月 １５，０００円 年１８０，０００円

同 部会長 年１８０，０００円 年２２１，０００円 月 １１，５００円 ― 

同 委員 年１６０，０００円 年２１０，０００円 月 １０，５００円 年１３０，０００円

固定資産評審委員 日  ８，０００円 日 １１，９００円 日  ５，０００円 日  ９，０００円 

（案） 

各種委員会委員等の報酬は次のとおりとする。 

ただし、新市の特別職等報酬審議会において、委員報酬の適正化を図るものとする。 

  教育委員会     委員長 月額 １００，０００円 委員 月額 ７２，０００円 

  選挙管理委員会   委員長 月額  ２０，０００円 委員 月額 １２，０００円 

  公平委員会     委員長 年額 １０５，０００円 委員 年額 ６０，０００円 

  監査委員      識見  月額 １２０，０００円 議選 月額 ３０，０００円 

  農業委員会     会長  年額 ２５０，０００円 委員 年額１８１，０００円 

  固定資産評価審査会 委員  日額   ９，０００円 

ただし、日額により報酬を受ける委員等で、その勤務が半日に満たない場合の報酬額は６，０００円とする。 

 

（案） 

消防団員報酬は次のとおりとする。 

   団長   年額１８９，０００円 副団長  年額１２３，０００円 

   分団長  年額 ９６，０００円 副分団長 年額 ５７，０００円 

   指導員  年額 ５０，０００円 部長   年額 ４３，０００円 

   班長   年額 ３３，０００円 団員   年額 １９，０００円 

 また、出動手当については、１回につき１，６００円とし、訓練手当については１，５００円とする。なお、警戒

手当については出動手当に一元化する。 

 

（参考）                                   平成１5年４月１日現在 

年額 福知山市 舞鶴市 綾部市 宮津市 

団長 １１６，２００円 ７２，０００円 １１７，０００円 １０５，０００円

副団長 ７３，２００円 ４０，０００円 ８５，０００円 ６７，０００円

分団長 ６７，３００円 ― ６７，０００円 ６１，０００円

副分団長 ３３，０００円 ― ４１，５００円 ３１，０００円

部長 ２５，０００円 ２８，０００円 ２８，０００円 ２７，０００円

班長 ２１，７００円 ２２，０００円 ２２，０００円 ２０，５００円

団員 １５，２００円 １６，０００円 １７，０００円 １８，５００円 
小委員会確認期日  協議会確認期日  

 



 3

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １０ 特別職等の身分の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 総務部会 

分    類  ２ 特別職の給与・報酬 分科会名 人事・組織分科会 

現                   況（平成１５年４月１日） 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

５ その他の特別職 支給基準 報酬額 支給基準 報酬額 支給基準 報酬額 支給基準 報酬額 支給基準 報酬額 支給基準 報酬額 

国民健康保険運営協議会委員 日 9,000円 日 8,000円 回 6,000円 回 6,000円 日 6,000円 日 6,100円 

防災会議委員 日 9,000円 日 8,000円 回 6,000円 回 6,000円 日 6,000円  

公務災害補償等認定委員会委員 日 9,000円 回 6,000円 回 6,000円 日 6,000円   

公務災害補償等審査委員 日 9,000円 回 6,000円 回 6,000円 日 6,000円   

財産区管理会の委員 五箇財産区

 会長 

委員 

峰山財産区

10,000円

5,000円

費用弁償 

       

日 6,100円 

投票管理者 1選挙 12,700円 1選挙 12,700円 日 12,700円 1投票 12,700円 

開票管理者 1選挙 10,700円 1選挙 10,700円 日 10,700円 1選挙 10,700円 

選挙長 1選挙 32,100円 1選挙 10,700円 日 10,700円 1選挙 10,700円 

投票立会人 1選挙 10,800円 1選挙 10,800円 日 10,800円 1投票 10,800円 

開票立会人 1選挙 8,900円 1選挙 8,900円 1選挙 8,900円 

選挙立会人 1選挙 8,900円 1選挙 8,900円 日 8,900円

国会議員の選挙時の執行経

費の基準に関する法律の規

定による額 

 

国会議員の選挙時の執行経

費の基準に関する法律の規

定による額 

 

1選挙 8,900円 

電子計算組織個人情報保護審議会 日 9,000円 回 6,000円   日 6,000円 日 6,100円 

  

  

  

    

  

  

  

   

 

 

  

根拠条例・要綱・規則等 日額により報酬を受ける委

員等で、その勤務が半日に

満たない場合の報酬額は

6,000円とする。 

日額により報酬を受ける委

員等で、その勤務が半日を

超えない場合の報酬額は

5,000円とする。 

  日額により報酬を受ける委

員で、その勤務が半日に満

たない場合の報酬の額は

3,000円とする。 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １０ 特別職等の身分の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 総務部会 

分    類  ２ 特別職の給与・報酬 分科会名 人事・組織分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

その他の条例で定める特別職の職員等、新市に設置する必要のあるものの人数、任期、報酬額等は、現行の制度を

もとに調整する。 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １２ 事務機構及び組織の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 総務部会 

分    類  １ 組織・機構 分科会名 人事・組織分科会 

現                   況 

峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

議 会       議会事務局 

 

町 長  助 役  総 務 課 

 

          企画商工課 

 

          財政広報課 

 

          税 務 課 

 

          町 民 課 

            保育所６ 

 

          環境医療課 

            ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 

 

          保健福祉課 

 

          農 林 課 

 

          建 設 課 

 

     収入役  出 納 室 

 

   （公営企業） 水 道 課 

 

 

 

 

 

教育委員会 

     教育長  事 務 局 

            小学校６ 

            中学校 

            幼稚園 

 

          中央公民館 

 

          図 書 館 

議 会       議会事務局 

 

町 長  助 役  総 務 課 

 

          企画商工課 

 

          町 民 課 

            保育所８ 

            清掃ｾﾝﾀｰ 

 

          福 祉 課 

 

          保健医療課 

            診療所２ 

 

          税 務 課 

 

          農 林 課 

 

          建 設 課 

 

          上下水道課 

 

     収入役  出 納 室 

 

 

 

 

 

 

教育委員会 

     教育長  事 務 局 

            小学校３ 

            中学校 

 

          中央公民館 

 

議 会       議会事務局 

 

町 長  助 役  総 務 課 

 

          財 政 課 

 

          企画振興課 

 

          情報ｼｽﾃﾑ課 

 

          町 民 課 

            保育所５ 

 

          浄 水 苑 

 

          税 務 課 

 

          健康福祉課 

 

          保険医療課 

 

          商工観光課 

 

          農林水産課 

 

          建 設 課 

 

          上下水道課 

 

     収入役  出 納 室 

教育委員会 

     教育長  事 務 局 

            小学校６ 

            中学校２ 

            幼稚園 

 

          給食センター 

          中央公民館 

          あみの図書館 

議 会       議会事務局 

 

町 長  助 役  総 務 課 

 

          企画財政課 

 

          税 務 課 

 

          保健福祉課 

           保健ｾﾝﾀｰ 

 

          医療保険課 

            診療所 

 

          住 民 課 

            保育園４ 

 

          農林水産課 

 

          商工観光課 

 

          建 設 課 

 

          上下水道課 

 

     収入役  会 計 室 

 

 

 

 

教育委員会 

     教育長  事 務 局 

            小学校４ 

            中学校２ 

 

          中央公民館 

議 会       議会事務局 

 

町 長  助 役  総 務 課 

 

          企画財政課 

 

          ｶﾞﾝﾊﾞﾛｳ 課 

 

          税 務 課 

 

          町 民 課 

 

          健康福祉課 

            保健福祉ｾ

ﾝﾀｰ 

            診療所 

            保育所５ 

 

          農 林 課 

 

          建 設 課 

 

          上下水道課 

 

     収入役  会 計 課 

 

  （公営企業）  弥栄病院 

 

 

 

教育委員会 

     教育長  事 務 局 

            小学校５ 

            中学校 

 

          中央公民館 

 

議 会       議会事務局 

 

町 長  助 役  企画財政課 

 

          総 務 課 

 

          税 務 課 

 

          町 民 課 

            保育園７ 

 

          商工観光水産課 

 

          農 林 課 

 

          建 設 課 

 

          上下水道課 

            浄化ｾﾝﾀｰ 

 

          保健福祉課 

 

          久美浜病院 

            診療所 

 

     収入役  会 計 室 

 

 

 

 

教育委員会 

     教育長  事 務 局 

            小学校７ 

            中学校２ 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １２ 事務機構及び組織の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 総務部会 

分    類  １ 組織・機構 分科会名 人事・組織分科会 

 

課     題 調 整 方 針 

（案） 

現在の峰山町、大宮町、網野町、丹後町、弥栄町及び久美浜町の庁舎を有効活用した組織及び機構とする。 

新市の組織・機構については、住民サービスが低下しないよう十分配慮する。 

その上で新市の組織・機構については、「新市における組織・機構の整備方針」に基づき整備する。  

新市における組織・機構の整備方針 

  新市における行政組織・機構については、庁舎が狭隘であること等により、一元化することは困難

な状況にある。しかしながら、合併の主旨を踏まえ、合併の効果を最大限に活かすためには、できる

限り組織・機構の効率化、合理化を進める必要がある。 

  このため、合併時における組織・機構については次の事項を基本として整備するものとする。 

 ①市民が利用しやすく、市民の声を適正に反映することができる組織・機構 

②地域振興を支援できる組織・機構 

③新市建設計画を円滑に遂行できる組織・機構 

④行政課題に迅速かつ的確に対応できる組織・機構 

⑤簡素で効率的な組織・機構 

⑥責任の所在が明確な組織・機構 

⑦緊急時に即応できる組織・機構 

 

新市における事務組織及び機構は、行政課題に的確、迅速に対応するとともに、住民の声を適正に反映し、利用しや

すい効率的な組織・機構とする必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さぬき市 

１．現在の津田町、大川町、志度町、寒川町及び長尾町の庁舎を有効活用した組織及び機構とする。 

２．新市の組織・機構については、「新市における行政組織・機構の整備方針」（別紙）に基づき整備する。

３．新市の組織については、住民サービスが低下しないよう十分配慮する。 

（別紙）新市における行政組織・機構の整備方針 

  新市における行政組織・機構は、次により整備するものとする。 

  新市における行政組織・機構については、当面の事務所の位置は確定したが、従前の合併関係５町の

行政組織・機構を満たすには、庁舎が狭隘であること等により、すべてを統合し、一元化を図ることは

困難な状況にある。 

  しかしながら、合併の主旨を踏まえ、合併の効果を最大限に活かすためには、できる限り組織・機構

の一元化を進める必要がある 

  このため、合併時における組織・機構については、次の事項を基本として整備するものとする。 

（１）市民の声を適正に反映することができる組織・機構 

（２）市民が親しみやすく、利用しやすい組織・機構 

（３）指揮命令系統が分かりやすい組織・機構 

（４）責任の所在が明確な組織・機構 

（５）新市建設計画を円滑に遂行できる組織・機構 

（６）簡素で効率的な組織・機構 

（７）行政課題に即応できる組織・機構 

（８）現有庁舎を有効利用できる組織・機構 

（９）緊急時に即応できる組織・機構  

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 



事　務　機　構　・ 組　織　図（たたき台）

議　会 議 会 事 務 局

収入役　（出納部門）

企 画 政 策 部

市
長

総 務 部

監査委員事務局 公平委員会事務局 選挙管理委員会事務局 固定資産評価審査委員会事務局

助
役
（
複
数
制

）

保 健 福 祉 部
（兼）福祉事務所

医 療 事 業 部

商 工 観 光 水 産 部

建 設 部

上 水 道 部

下 水 道 部

生 活 環 境 部

農 林 部

農業委員会事務局

教 育 委 員 会 教育委員会事務局

企画・調査・調整、行政改革、地域情報化、地域振興、文化振興、秘書、広報・広聴

人事・給与・福利厚生、財政、財産管理、入札・契約、消防防災、市税、情報公開

戸籍・住民基本台帳、国民年金、国民健康保険、環境衛生、環境保全、人権、女性・青少年政策、老健・福
祉医療、交通安全、市営バス

生活保護、高齢者福祉、障害者福祉、子育て支援、保育所、保健予防、健康推進

商工、労働・雇用、消費者保護、観光、水産

農業、農村整備、林業、畜産

道路、河川、公営住宅、都市計画、開発協議、公共建築物の設計施工

公共下水道、集落排水、合併浄化槽

上水道・簡易水道

病院・診療所、地域医療推進

市民総合窓口、自治会
市民相談、行政相談、税賦課徴収
管内地域振興、市民活動及びコミュニティ活動推進

出納、物品管理

学校教育、社会教育、文化財保護、体育振興

丹後市民局
（丹後庁舎）

久美浜市民局
（久美浜庁舎）

本
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
庁

支
所

病院・診療所
　　　　　弥栄病院、久美浜病院、　大宮診療所、五十河診療所、間人診療所、野間診療所、佐濃診療所

消防本部
　　　　峰山消防署、網野分署、久美浜分署、竹野川分遣所

弥栄市民局
（弥栄庁舎）

網野市民局
（網野庁舎）

大宮市民局
（大宮庁舎）

峰山市民局
（峰山庁舎）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  的 
 地域住民のコミュニティ組織の活性化、住民自治を推進する観点から、住民と行政の役割分担を明確にし、対等なパートナーとしての協

働関係を築くなど地域の総合的な振興を図るため、各支所に地域パートナー（地域振興担当職員）を置く。 

主な業務

１ 広報広聴業務（広報・市民ニーズの把握・意識調査やタウンミーティング、市民提言窓口など） 

2 住民自治活動（学習含む）支援・各種団体育成支援業務 

３ 旧町域の区長会事務局及び各区との連絡調整に関する業務 

4 支所の総括的な住民相談・行政相談窓口（地域の要望窓口を含む） 

地域パートナーの設置（案） 
支所における地域振興施策
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